
宗農委公第 ９ 号

農業委員会等に関する法律第２７条の規定により、平成２３年１１月２２日開催、即日

閉会の農業委員会の会議議事録を次により縦覧に供する。

平成２３年１２月 ５日

七宗町農業委員会

会長 井 戸 敬 二

１ 縦覧の場所

七 宗 町 役 場 七宗町上麻生２４４２番地３

七宗町役場神渕支所 七宗町神渕４５２５番地４

七宗町ホームページ

２ 縦覧期間

自 平成２３年１２月 ５日

至 平成２３年１２月１８日



平成 ２３ 年度

第 ５ 回 七宗町農業委員会総会 議事録

１．開催日時 平成２３年１１月２２日（火） 午後 ２時～ ２時４０分

２．開催場所 七宗町役場 ２階 南会議室

３．農業委員（出席・１５名）

会 長 １４番 井 戸 敬 二

職務代理者 １７番 後 藤 雅 和

委 員 ２番 亀 山 忠 夫 ３番 上 野 竜 司

４番 福 井 功 ６番 加 納 洋 治

７番 塚 本 虎之助 ８番 中 島 博 二

９番 神 戸 岩 夫 １０番 後 藤 洋 治

１１番 渡 邉 仁 平 １２番 馬 場 一 重

１３番 岩 田 利 美 １５番 福 井 德 一

１６番 山 岡 洋 子

農業委員（欠席・ ２名）

委 員 １番 中 島 六 八 ５番 亀 山 元 夫

４．協議事項

議第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する意見について

（許可）又は（承認）

議第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について

（承認）

議第３号 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」の見直しに伴う農業委員

会からの意見聴取について

（承認）



５．関係団体・オブザーバー（出席・ ３名）

岐阜県 可茂農林事務所 農業普及課 神 野 浩 司

（技術課長補佐・七宗町担当普及員）

めぐみの農業協同組合 上麻生支店 今 井 幸 夫（支店長）

めぐみの農業協同組合 神渕支店 水 川 篤 司（支店長）

関係団体・オブザーバー（欠席・ 無 ）

６．事務局職員（出席・ ３名）

事務局長 長谷川 和 彦（農林建設課 課長）

書 記 亀 山 一 美（農林建設課 農務係主査）

可 児 義 昌（農林建設課 課長補佐兼農務係長）

事務局職員（欠席・ 無 ）
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平成 ２３ 年度
第 ５ 回 農業委員会総会

事務局長 皆さん、こんにちは。
（長谷川和彦）

（一 同） （こんにちは。）

定刻の時間となりましたので、只今より、
「平成２３年度 第５回 農業委員会総会」を始めさせて頂きます。
開会にあたりまして、会長より一言ご挨拶を頂きます。
会長、宜しくお願い致します。

会 長 改めまして皆さん、こんにちは。
（井戸敬二）

（一 同） （こんにちは。）

会 長 委員各位におかれましては、何かとご多忙の中ご参集を賜りまして誠
に有り難うございます。

本日は、例年どおり１０月に続きまして連続の開催、併せまして平成
２３年としても最後の総会となりますが、これは県の関係によるもので
ありますので宜しくお願い致します。

先ずもって先月１０月１９日には、岐阜市にて開催されました「農業
委員研修会」にご参加を頂きまして有り難うございました。

残念ながら、全委員の参加にはなりませんでしたが、関係者約９５０
名の参加のなか、「ＴＰＰ」に関する説明、福井県小浜市の専門職員の方
による実例報告などがあり有意義な研修会になった事と思います。

しかしながら、午後１時から岐阜市が会場など非常に厳しい日程であ
り、なおかつ長時間にわたります研修会となり、日程などにつきまして
改善の要望を致したいと考えております。

なお、欠席をされました委員には、資料を事務局において受領をして
おり、本日の資料と一緒にお手元に配布を致しておりますので、お暇な
ときにでも一読をお願い致したいと思います。

また、既にご案内のとおり来年２月にも研修会の計画がなされ、今後
とも各種研修会に参加要請がありますので、委員各位には万障繰り合わ
せの上積極的なご参加をお願い致します。

重ねて本日も「七宗町農業委員会」としての研修会を計画致しており
ますので、何卒宜しくお願い致します。

次に「ＴＰＰ」につきまして、報告をさせて頂きます。
本日の総会資料の４頁をご確認ください。
これは、先程も報告をしました「平成２３年度農業委員研修会」に参

加を頂きました委員各位には、ご承知の事と思いますが、その席上緊急
提案のうえ採択をされ「岐阜県各市町村農業委員会」と「岐阜県農業会
議」の総意として国へ提出をなされました。

その後、先月２６日には改めて「全国農業会議所」より「各都道府県
農業会議」を通じ「各市町村農業委員会」へ同様の主旨によります活動
依頼がありました。
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会 長 ご承知のとおり国論を２分するような事案であり、「ＡＰＥＣ」にて参
加表明が取りざたされるなど時間にも制約がありましてた。

本来、本総会におきましてご審議を諮る必要も考慮致しましたが、今
述べましたとおり時間に限りがあり、先般の研修会にて概ね同意を得ら
れている事と判断を致しまして、総会資料５頁にあります要請文として
判断を致しました。

なお、要請文につきましては、先日地元選出の国会議員の先生方に直
接ではありませんでしたが、事務所を訪ねまして地元事務所ですが、私
と事務局においてお願いをさせて頂きました。

事後報告のような形ですがご理解を頂きたい思います。
なお、「ＴＰＰ」につきましては抽象的な言葉遣いもありましたが、参

加のような形であり、今後とも注意深く見守る必要があると考えます。

それでは、最後に本日も提出されます議案につきまして慎重なるご審
議をお願いしまして、挨拶に代えさせて頂きます。

何卒、宜しくお願いを致します。

事務局長 どうも、有り難うございました。
続きまして､ＪＡ上麻生支店長さん、神渕支店長さんにそれぞれオブザ

ーバーとして出席を頂いております。
ここで、上麻生支店の今井支店長さんに一言ご挨拶をお願い致します。

上麻生支店長 どうも、こんにちは。
（今井幸夫）

（一 同） （こんにちは。）

上麻生支店長 日頃よりお世話になっております上麻生支店の今井でございます。
前回、前々回とお休みを頂きまして申し訳ありません。
今後とも宜しくお願い致します。

事務局長 どうも、有り難うございました。
今後ともオブザーバーとしての御協力を宜しくお願い致します。

それでは、これより「農業委員会憲章」を本総会出席全員の方で朗読
を致しますので、宜しくお願いします。

総会資料３頁若しくは、正面のスクリーンをご覧ください。
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（一 同） 七宗町農業委員会憲章（朗読）

１．農業委員会は、
農業・農業者の代表として、
誇りと責任のある行動に努めます。

１．農業委員会は、
農用地の確保と有効利用を進め、

法令に基づく適正な農地行政に努めます。

１．農業委員会は、
農地銀行活動を確立し、
農用地の流動化と集団化の促進に努めます。

１．農業委員会は、
産業としての農業を確立するため、
担い手の育成と後継者の確保に努めます。

１．農業委員会は、
活力ある農業・農村を築くため、
構造政策と地域活性化の推進に努めます。

１．農業委員会は、
農業経営と暮らしの発展のため、
情報の収集・提供活動に努めます。

１．農業委員会は、
農業者の期待と信頼に応え
新時代をひらく農政の確立に努めます。

事務局長 どうも、有り難うございました。
次に、「農業委員会等に関する法律第２１条３項」の規程による資格審

査報告を致します。
本日の農業委員会は、在任委員１７名中、

１番委員 中島 六八さん ５番委員 亀山 元夫さん

以上２名の欠席でございます。
従いまして、過半数の出席を超えておりここに本総会が成立する事を

報告致します。
それでは、これよりの進行を会長宜しくお願い致します。
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会 長 それでは、次に「農業委員会等に関する法律第２７条」の規程により
ます議事録作成の為、本日の議事録署名者の指名をさせて頂きます。

議事録署名者を

６番委員 加納 洋治さん ７番委員 塚本 虎之助さん

以上２名の方、宜しくお願い致します。
なお、本日の議事録作成にあたる会議書記には、事務局職員を指名し

ます。
また、発言の際には、ゆっくりと大きな声を事務局には指示、委員各

位にはお願い致します。

それでは、これより本日の議案につきまして協議に入ります。
「議第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する意見につい

て」 を議題として事務局に議案の朗読と説明を求めます。

事 務 局 はい、それでは、「議第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対
（可児義昌） する意見について」 議案の朗読と説明を致します。

本日の申請は、１件であります。

番号１
大字（神渕） 字（鳶首） 地番（2,008番地3）
地目 登記簿（田） 現況（田） 面積（428㎡）

譲渡人氏名（河合 みどり） 住所（七宗町神渕2,117番地）
譲受人氏名（福井 昌三） 住所（七宗町神渕4,815番地1）

申請事由 譲受人 農業経営の拡大をはかる。

本件「議第１号１番」につきましては、申請書における書類審査及び
地元農業委員さん立ち会いの下、現地確認を実施しております。

総会資料１０頁及び１１頁にありますように「農地法第３条第２項」
の各号に該当しない旨を確認し「許可要件」を満たすと考えます。

それでは、総会資料と併せまして正面のスクリーンをご覧ください。
地図の矢印が写真の撮影方向となります。

「議第１号１番」につきましては、譲受人の所有田に隣接し効率面か
らも耕作条件が高いと考えます。

また、申請地は自己保全となっておりますので農地の適正管理の面か
らも妥当かつ必要な申請と考えます。

以上です。

会 長 はい、有り難うございました。
それでは、只今事務局より説明のありました「議第１号１番」につき

まして、地元農業委員さんの補足説明とご意見を頂きたいと思いますの
で、上大橋地区担当の亀山委員さん宜しくお願いを致します。
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農業委員 大穴の亀山です。
（亀山忠夫） 場所は、神渕でも一等地であり耕作をされるとの事ですので良いんじ

ゃないかと思います。
福井さんは、隣でＵ字溝で分かれておりますけども、これもとって使

われますので宜しくお願いします。

会 長 はい、有り難うございました。
それでは、これより質疑に入ります。
意見や質問のある方は、挙手にてお願いを致します。

「意義･質問無し」

会 長 宜しいでしょうか。

（異議無し）

会 長 それでは、「議第１号１番」につきまして採決を致します。
原案のとおり「許可」する事に賛成の委員さんは、挙手をお願い致し

ます。

「全員挙手」

会 長 はい、有り難うございました。
委員全員の方の賛成を頂きました。
よって「議第１号１番」につきましては、原案のとおり「許可」する

事と致します。
なお、この案件につきましては、今後事務局において適正に事務処理

をするように指示を致します。

続きまして、「議第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に
対する意見について」を議第とし、事務局に議案の朗読と説明を求めま
す。

事 務 局 はい、それでは「議第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申
（可児義昌） 請に対する意見について」議案の朗読と説明を致します。

本日の申請は、４件であります。
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事 務 局 番号１
（可児義昌） 大字（神渕） 字（神仲） 地番（12,676番地1）

地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（876㎡）

大字（神渕） 字（神仲） 地番（12,676番地2）
地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（46㎡）

大字（神渕） 字（神仲） 地番（12,676番地4）
地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（3.3㎡）

大字（神渕） 字（神仲） 地番（12,676番地5）
地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（23㎡）

計4筆 948.3㎡

譲渡人氏名（中島 康則） 住所（美濃加茂市森山町3丁目11番15号）
譲受人氏名（北野 雄二） 住所（七宗町神渕12,685番地）

転用理由 一般個人住宅

番号２
大字（神渕） 字（神仲） 地番（12,676番地3）
地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（29㎡）

大字（神渕） 字（神仲） 地番（12,677番地）
地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（92㎡）

計2筆 121㎡

譲渡人氏名（中島 康則） 住所（美濃加茂市森山町3丁目11番15号）
譲受人氏名（天理教神渕分協会 代表役員 北野 伍義）

住所（七宗町神渕12,685番地）

転用理由 露天駐車場

番号３
大字（神渕） 字（佃タ） 地番（9,760番地13）
地目 登記簿（畑） 現況（宅地） 面積（318㎡）

譲渡人氏名（福井 貴巳） 住所（岐阜市日野南8丁目33番7号）
譲受人氏名（長島建設(株) 代表取締役 長島一也）

住所（七宗町神渕9,770番地1）

転用理由 店舗等施設
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事 務 局 番号４
（可児義昌） 大字（上麻生） 字（宮之前） 地番（4,141番地1）

地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（550㎡）

譲渡人氏名（野中 美保子） 住所（七宗町上麻生4,379番地）
譲受人氏名（野中 和久） 住所（七宗町上麻生4,379番地）

転用理由 一般個人住宅

本件「議第２号１番」から「４番」につきましては、申請書における
書類審査及び地元農業委員さん立ち会いの下、現地確認を実施しており
ます。

それぞれに農地区分として「第２種農地、中山間地域等に存在する農
業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地」と判断し
ます。

又、農地性が低く他の農地への影響も少ないと考えます。
それでは、正面のスクリーンをご覧ください。

写真の撮影方向は、地図の矢印の方角からとなります。
１番につきましては、以前より譲渡人は農地管理が困難であり、譲渡

を希望されておりました。
今回、譲渡の条件が整い申請となりましたが、正面のスクリーンにも

ありますように無断転用がなされております。
これは、譲受人によるものであり、農地法の知識が無い事を起因とし

ます。
無断転用につきましては、指導を致し今回の申請に際して始末書の添

付がなされております。

次に２番につきましては、以前より譲渡人は農地管理が困難であり、
譲渡を希望されておりました。

今回、譲渡の条件が整い申請となりました。
使用目的は、先程の説明のとおりです。

次に３番につきましては、正面のスクリーンにもありますように既に
無断転用がなされておりますが、これは、農地法の知識が無い事を起因
とします。

無断転用につきましては、指導を致し今回の申請に際して始末書の添
付がなされております。

次に４番につきましては、正面のスクリーンにもありますように現在
お茶畑として利用をされておりますが、個人住宅を造る為に申請をされ
ました。

人口対策としてやむを得ないと判断を致します。
以上です。

会 長 はい、有り難うございました。
それでは、只今事務局より説明のありました「議第２号」につきまし

て、「１番」から順に地元農業委員さんの補足説明とご意見を頂き個々に
審議を致します。
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会 長 はじめに「議第２号１番」につきまして、万場地区担当の塚本委員さ
ん宜しくお願いを致します。

農業委員 葉津の塚本です。
（塚本虎之助） 場所は、万場ですが家を建てられるとの事です。

一寸、写真も分かりにくいんですが宜しくお願いします。
もう一つも一緒でいいですか、別でいいですね。

会 長 はい、有り難うございました。
別々に審議しますのでこれより質疑に入ります。
意見や質問のある方は、挙手にてお願いを致します。

農業委員 場所は、何処。
（福井 功）

事 務 局 はい、正面をご覧ください。
（亀山一美） 正面の道が町道、旧県道になりますがこちら側に現在の住居がありま

す。
天理教の北野さんの息子さんが譲受人ですが、正面には、瓦、古い瓦

ですねこれらも処分されると思いますが、譲受人が大工をしてみえて自
分で住居を造られるとの事です。

会 長 宜しいでしょうか。

「意義・質問無し」

会 長 それでは、「議第２号１番」につきまして採決を致します。
原案のとおり「承認」する事に賛成の委員さんは、挙手をお願い致し

ます。

「全員挙手」

会 長 はい、有り難うございました。
委員全員の方の賛成を頂きました。
よって「議第２号１番」につきましては、原案のとおり「承認」する

事と致します。

次に「議第２号２番」につきまして、万場地区担当の塚本委員さん宜
しくお願いを致します。

農業委員 塚本です。
（塚本虎之助） 今の件の上側になりますが、特に耕作もされていない土地ですが、こ

こに車を置けるようにされます。
また、先程の所から道もつけられるようです。

会 長 はい、有り難うございました。
それでは、これより質疑に入ります。
意見や質問のある方は、挙手にてお願いを致します。

「意義・質問無し」
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会 長 宜しいでしょうか。

（異議無し）

会 長 それでは、「議第２号２番」につきまして採決を致します。
原案のとおり「承認」する事に賛成の委員さんは、挙手をお願い致し

ます。

「全員挙手」

会 長 はい、有り難うございました。
委員全員の方の賛成を頂きました。
よって「議第２号２番」につきましては、原案のとおり「承認」する

事と致します。

次に「議第２号３番」につきまして、下中切地区担当の加納委員さん
宜しくお願いを致します。

農業委員 中切担当の加納です。
（加納洋治） 既に２０年から３０年程前からこうなっておりますので廻りを見ても

ここらは、農地には戻らないと思いますので宜しくお願いします。

会 長 はい、有り難うございました。
それでは、これより質疑に入ります。
意見や質問のある方は、挙手にてお願いを致します。

農業委員 二郎さんの頃からやね。
（ ）

事 務 局 はい。
（亀山一美）

会 長 宜しいでしょうか。

「意義・質問無し」

会 長 それでは、「議第２号３番」につきまして採決を致します。
原案のとおり「承認」する事に賛成の委員さんは、挙手をお願い致し

ます。

「全員挙手」

会 長 はい、有り難うございました。
委員全員の方の賛成を頂きました。
よって「議第２号３番」につきましては、原案のとおり「承認」する

事と致します。
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会 長 次に「議第２号４番」につきまして、室兼地区担当の神戸委員さん宜
しくお願いを致します。

農業委員 室兼の神戸です。
（神戸岩夫） 野中美保子さんの息子さんが家を建てられるとの事です。

写真の奥の方になりますが手前は道になりますので、ここらは日陰で
すので奥に作られるとの事です。

会 長 はい、有り難うございました。
それでは、これより質疑に入ります。
意見や質問のある方は、挙手にてお願いを致します。

農業委員 手前の茶畑は、どうするの。
（ ） 残りは。

事 務 局 ここは、そのまま農地、茶畑として残ります。
（亀山一美） 必要最低限の転用として理解をして頂きたいと思います。

会 長 その他、宜しいでしょうか。

（異議無し）

会 長 それでは、「議第２号４番」につきまして採決を致します。
原案のとおり「承認」する事に賛成の委員さんは、挙手をお願い致し

ます。

「全員挙手」

会 長 はい、有り難うございました。
委員全員の方の賛成を頂きました。
よって「議第２号４番」につきましては、原案のとおり「承認」する

事と致します。

これにて、「議第２号 農地法第５条」に係る案件につきましては、全
て「承認」を頂きましたので、「許可相当」との意見を付して事務局より
県に進達を致します。

続きまして、「議第３号 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構
想」の見直しに伴う農業委員会からの意見聴取について」を議第とし、
事務局に議案の朗読と説明を求めます。

事 務 局 はい、それでは「議第３号 「農業経営基盤の強化の促進に関する基
（可児義昌） 本構想」の見直しに伴う農業委員会からの意見聴取について」説明を致

します。
これは、県の指導によりまして「 農業経営基盤強化促進基本構想」の

見直しに伴い農業委員会からの意見聴取をするものであります。
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農業委員 それで終わり、もう少し説明をしてほしいけど。
（福井 功）

事 務 局 はい、それでは今回の会議に先立ち皆さんのお手元に配布を致しまし
（可児義昌） た資料をご確認ください。

前回の平成２２年度にも同様に農業委員さんのご意見をお聞きし見直
しを行っております。

まず、パソコンで気象情報をみれるものを設置しておりましたが、現
在は撤去を致しております。

今は、パソコン等で普通に何方でも見られるようになりました。
次に所得基準について、４００万程度を変更しました。
次に環境保全型農業の追加、４頁の経営規模を７５万鉢に変更、酪農

の農家が無くなりましたので削除を致しました。
その他、５頁、６頁、７頁から１０頁についても修正を致しました。

農業委員 良く分かりませんね。
（福井 功）

事 務 局 細かな言葉の修正になっています。
（亀山一美） 農地法の改正とかも関係をしております。

会 長 宜しいでしょうか。
その他意見や質問のある方は、挙手にてお願いを致します。

「意義・質問無し」

会 長 宜しいでしょうか。

（異議無し）

会 長 それでは、「議第３号」につきまして採決を致します。
原案のとおり「承認」する事に賛成の委員さんは、挙手をお願い致し

ます。

「全員挙手」

会 長 はい、有り難うございました。
委員全員の方の賛成を頂きました。
よって「議第３号」につきましては、原案のとおり「承認」する事と

致します。
今後事務局において、適正に事務処理をするように指示を致します。

それでは、以上をもちまして、本日の「議第１号」から「３号」の案
件につきまして全て「許可」及び「承認」を頂きました。

委員各位には、慎重なるご審議と活発なるご意見を賜り有り難うござ
いました。

これにて、「平成２３年度 第５回 農業委員会総会」を閉会致します。
これよりは、事務局において事務連絡と「農業委員会研修会」が計画

されておりますので、引き続き宜しくお願い致します。



- 12 -

会議の経過を記載し、相違無いことを証する為ここに署名する。

議事録署名者 農業委員署名 印

議事録署名者 農業委員署名 印


